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1

1

月

く ら し の
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油
谷
町
職
員

採
用
試
験
実
施

職
種
・
採
用
人
員
■

保
健
婦
　
1
名

受
験
資
格
■
油
谷
町
内
居
住
者
又

は
採
用
後
油
谷
町
内
に
居
住
で
き

る
者
。
な
お
、
昭
和
4
5年
4
月
2

日
か
ら
昭
和
5
2年
4
月
1
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
者
で
保
健
婦
免
許
証

を
有
す
る
者
又
は
平
成
1
0年
3
月

ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得
す
る
見

込
み
の
者
。

受
験
手
続
・
必
要
書
類
等
■

◆
受
験
申
込
書
は
、
役
場
総
務
課

に
請
求
す
る
こ
と
。

◆
受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を

記
入
し
、
自
筆
の
履
歴
書
を
添
え

て
油
谷
町
役
場
総
務
課
に
提
出
。

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
受

験
申
込
書
在
中
」
と
朱
書
き
の
こ

と
。

◆
最
終
卒
業
学
校
の
卒
業
証
明
書

又
は
卒
業
見
込
み
証
明
書
及
び
成

績
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

◆
保
健
婦
免
許
書
を
を
お
持
ち
の

方
は
、
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
こ

と
。

受
付
期
間
■
平
成
9
年
H
月
2
5日

ま
で
の
8
時
3
0分
か
ら
1
7時
1
5分

ま
で
。
（
但
し
、
土
曜
日
、
日
曜

日
、
祭
日
は
除
く
）

試
験
日
時
・
方
法
・
場
所
■

試
験
の
方
法
は
作
文
及
び
面
接
と

し
、
試
験
日
時
、
場
所
に
つ
い
て

は
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

問
合
せ
先
■
油
谷
町
役
場
総
務
課

・
3
2

‐
　
1
1
1
1

合
同
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

日
時
■
H
月
2
8日
（
金
）

1
0時
～
1
5時
ま
で

場
所
■
油
谷
町
中
央
公
民
館

主
催
■
油
谷
町

相
談
料
■
無
料

相
談
内
容
■

①
行
政
相
談

行
政
一
般
（
国
、

県
、
町
）
へ
の
要
望
・
苦
情
。
環

境
衛
生
、
年
金
、
税
金
、
道
路
、

公
害
問
題
等
。

②
一
般
法
律
相
談

金
銭
の
貸
借
、

相
続
等
民
事
に
関
す
る
こ
と
。

③
交
通
事
故
相
談

④
心
配
ご
と
相
談
、
生
活
や
病
気
、

身
体
障
害
、
子
供
の
問
題
等
生
活

上
の
悩
み
に
関
す
る
こ
と
。

弁
護
士
へ
の
相
談
及
び
受
付
■

弁
護
士
へ
の
相
談
時
間
は
正
午

ま
で
、
受
付
時
間
は
9
時
～
1
0時

ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
早
め

に
ご
来
場
下
さ
い
。

問
合
せ
先
■
役
場
住
民
課
福
祉
係

・
3
2

‐
　
1
1
1
1

社
会
同
和
教
育
研
修
会

日
時
■
1
1
月
1
4
日
（
金
）
1
4
時
～

場
所
■
油
谷
町
中
央
公
民
館
大
会

議
室

講
師
■
宇
部
市
婦
人
セ
ン
タ
ー
社

会
教
育
指
導
員
　
宮
本
誠
先
生

演
題
■
心
豊
か
な
地
域
社
会
を
め

ざ
し
て

問
合
せ
先
■
油
谷
町
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課

・
3
2
1
　
1
1
1
6

山
口
県
障
害
者

芸
術
文
化
祭
開
催

障
害
者
が
中
心
と
な
っ
た
総
合

的
な
芸
術
文
化
祭
を
開
催
す
る
こ

と
に
よ
り
、
障
害
者
の
社
会
参
加

を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
を
も
つ

人
と
障
害
を
も
た
な
い
人
と
の
よ

り
一
層
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
を

目
的
に
次
の
と
お
り
山
口
県
障
害

者
芸
術
文
化
祭
を
開
催
し
ま
す
。

期
間
■
1
2月
6
日
（
土
）
～
1
2月

7
日
（
日
）

会
場
■
山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー

「
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
」
イ
ベ
ン
ト

ホ
ー
ル
4
階

問
合
せ
先
■
〒
7
5
3

山
口
市

大
手
町
9
‐
6

山
口
県
社
会
福

祉
会
館
内

山
口
県
身
体
障
害
者

社
会
参
加
促
進
セ
ン
タ
ー

・
0
8
3
9

‐
2
8
‐
5
4
3
2

（
F
A
X
兼
用
）

電
話
加
入
権
の
公
売

日
時
■
H
月
4
日
（
火
）

1
3時
3
0分
～

場
所
■
油
谷
町
役
場
2
階
和
室

持
参
物
■
印
鑑
、
身
分
証
明
書
、

現
金
　
※
公
売
は
、
中
止
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
問

合
せ
て
下
さ
い
。

問
合
せ
先
■
油
谷
町
役
場
税
務
課

・
3
2
‐
1
1
1
1
（
内
線
1
3

4
）

消防署からのお知らせ
秋の全国火災予防運動！

11月9日( 119番の日）から15日までの1週間、全国一斉
に秋の火災予防運動が実施されます。

この時季は、空気の乾燥する日が多く、またこれから先、寒さも
厳しくなり、暖房器具の使用も増えることから、
火災が起こりやすくなります。

火気を使用する場合は、周囲に燃えやすいもの
はないかよく確かめ、その場を離れないように心
掛けましょう。

“ 身につけよう　防火の意識と　心がげ

《平成9 年度 全国統 一防火 標語》
“ つけ た火 は　 ち ゃんと消 すまで　 あな たの火 ”

火災 のお 問合 せは、022- 1414
長門地 区消 防本部中央 消防 署822- 3111

西消防 署　　3  2 -  1  2  3 0
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